
安全・適正就業推進基本目標 

（１） 重篤事故ゼロを最重点目標とするとともに、不注意による事故の減少に努め

る。 

（２） 安全就業基準を遵守し、特に機械除草による飛び石事故の減少に努める。 

（３） 就業途上における自転車やバイクでの交通事故防止に努める。 

（４） 適正就業については、適正就業の徹底（８項目）を遵守し、雇用労働と解される 

ような就業や偽装請負とみなされる恐れのある契約は一切行わないように努め

る。

 

                          ※ 安全・適正就業推進基本計画より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車安全利用五則 
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守ろうルール 減らそう自転車 事故！！ 

安全・適正就業推進基本計画 

１．基本方針 

  会員が健康で安全に就業できるよう、健康管理の徹底と安全意識の向上を 

目指すとともに適正就業についても重点課題として位置づけ、安全・適正就業を推進する。 

２．基本目標 

（１） 重篤事故ゼロを最重点目標とするとともに、不注意による事故の減少に努める。 

（２） 安全就業基準を遵守し、特に機械除草による飛び石事故の減少に努める。 

（３） 就業途上における自転車やバイクでの交通事故防止に努める。 

（４） 適正就業については、雇用労働と解されるような就業や偽装請負とみなされるような

契約は一切行わないよう努める。   

          ※ 安全・適正就業推進基本計画より抜粋 

 

・自転車は車道が原則、歩道は例外 

・車道は左端を通行  

・歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

・大人も子供もヘルメットを着用 

・安全ルールを守る 

 



前号に記載後、新たに発生した会員事故  

  

今年は早くから記録的な猛暑が続き、特に戸外での作業では

暑さ対策が大変だったと思われますが、熱中症が一人も出ずに幸

いでした。本年度前半期の事故件数は、傷害が８件、賠償が３

件で合計１１件となっていますが、その内の８件が４月と７月に

４件ずつ発生しています。事故の内容は自転車の事故が２件、

不注意によるものが４、５件、そしてカルマーによる飛び石で、リアウィンドウの破損という信

じられない事故がありました。現時点で前年度よりも２倍の件数になっていますので、これ

以上事故を出さないよう注意しましょう！！ 
 

【令和４年度 月別会員事故発生件数】  （ ）内は前年度 ９月１５日現在 

   月 

項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計 

傷害 3（0） 0（1） 0（1） 4（0） 1（0） 0（0） 8（2） 

賠償 1（0） 1（0） 1（1） 0（0） 0（1） 0（1） 3（3） 

合計 4（0） 1（1） 1（2） 4（0） 1（1） 0（1） 11（5） 

 

★自転車利用者は、「保険加入」と「ヘルメット着用」の徹底を！★ 

事故発生日 種類 性別 年齢 事 故 の 状 況 

7 月 4 日 傷害 女 73 ポットの湯を入れ換えようとした際に、手をすべらせ

て倒してしまい、湯が左足の甲にかかり火傷をした。 

7 月 15 日 傷害 男 75 植木剪定での除草作業中、ヘッジトリマーで左膝の少

し上を切り、６針縫った。 

7 月 15 日 傷害 女 79 後ろを走っていた自転車が、前に出てきて左折をした

時に、後輪にぶつかり転倒し頭部を強打した。 

7 月 25 日 傷害 女 74 自転車に乗ってこぎ出そうとし時、手に持っていた日

傘が前輪に挟まり、転倒し打撲した。 

8 月 23 日 傷害 女 65 バス停でバスを乗り換えようとした時、慌ててバラン

スを崩してすべって転倒し、右肩を骨折した。 

 

 

 


